
京都市消防局訓令甲第１１号  

各 部 

消防団・自主防災推進室 

消 防 学 校 

各 消 防 署 

 京都市火災予防規程の一部を次のように改正する。 

  令和５年３月３１日 

京都市消防局長 井上 元次 

  

 第１条中「及び高圧ガス」を「、高圧ガス及び液化石油ガス」に改める。 

 第２条第１号に次のエを加える。 

 エ 液石法令 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

（以下「液石法」という。）又はこれに基づく命令をいう。 

 第２条第３号中「又は高圧法第６２条」を「、高圧法第６２条又は液石法第８

３条」に改める。 

 第８条第１項を次のように改める。 

第８条 局長は、予防部の職員のうち、査察業務に従事する職員をあらかじめ

査察員として指名するものとする。 

第８条第２項中「査察対象物を担当する査察員をあらかじめ」を「査察業務に

従事する職員をあらかじめ査察員として」に改める。 

 第８条の次に次の１条を加える。 

（査察員の派遣） 

第８条の２ 署長は、査察の実施について必要があると認めるときは、局長に

査察員の派遣を要請することができる。 

２ 局長は、前項の規定により要請があったときは、査察員を派遣することが

できる。 

３ 前項の規定により派遣された査察員は、派遣を要請した署長の指揮の下、

査察を実施するものとする。 

４ 第２項の規定に関わらず、局長が査察員の派遣が必要であると認めた場合

は、査察員を派遣することができる。 



 第１０条第７項第１号中「火災」の右に「又は消防事故取扱要領（昭和４３年

４月３０日付け発消消第１７１号）に規定する無損事故」を加える。 

 第１２条第３項本文中「又は第１号様式の２の５」を「、第１号様式の２の５、

第１号様式の２の６又は第１号様式の２の７」に改め、同条第５項中「（第１号

様式の３の３）」の右に「、液石法令違反にあっては液化石油ガスの保安の確保

及び取引の適正化に関する法律違反通知書（第１号様式の３の４）」を加える。 

 第１３条第１項中「促進」を削り、同条第２項中「又は第２号様式の３」を「、

第２号様式の３又は第２号様式の４」に改める。 

 第１６条見出し中「事案等」を「事案」に改め、同条第１項各号列記以外の部

分中「等（火災又は消防事故取扱要領（昭和４３年４月３０日付け発消消第１７

１号）に規定する消防事故（ただし、発報事故を除く。）をいう。以下この条に

おいて同じ。）」を削り、同項各号中「火災等」を「火災」に改める。 

 第１７条第１項中「署長」を「局長又は署長」に改め、同条に次の１項を加え

る。 

４ 局長は、液石法令違反が是正されない場合において、必要があると認める

ときは、京都市消防局液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する

法律違反処理規程に基づき処理しなければならない。 

 第１８条及び第１９条を次のように改める。 

第１８条及び第１９条 削除 

 第２１条及び第２２条を次のように改める。 

第２１条及び第２２条 削除 

 第４０条第１項各号列記以外の部分中「署長」を「局長又は署長」に改め、同

条第２項中「署長」を「局長又は署長」に、「場合において、必要と認めるもの

にあっては」を「ときは、必要に応じて」に、「通知しなければならない」を「通

知するものとする」に改める。 

 第５４条中「に必要な連絡」を「の取組」に改める。 

 第６７条から第６９条までを次のように改める。 

第６７条から第６９条まで 削除 

 第７２条及び第７３条を次のように改める。 

第７２条及び第７３条 削除 



 第８１条第１項各号列記以外の部分中「署長」を「局長」に改める。 

 第８２条中「署長」を「局長」に改める。 

 第８３条及び第８４条を次のように改める。 

第８３条及び第８４条 削除 

 第８５条中「署長」を「局長」に改める。 

第８５条の２第１項中「署長」を「局長」に改め、「ときは」を「もののうち」

に改め、「市規則第８条の規定により必要とされる防火安全性能を有する消防の

用に供する設備等設置承認申請書（第２９号様式の２。以下「設置承認申請書」

という。）を」を「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等

設置承認申請書（第２９号様式の２。以下「設置承認申請書」という。）を市規

則第８条に規定する資料として、」に改め、同条第２項中「署長」を「局長」に

改め、「しなければならない」を「するものとする」に改め、同条第３項及び第

４項中「署長」を「局長」に改め、同条第５項を削る。 

第８６条第１項中「署長」を「局長」に、「市規則第８条の規定により消防用

設備等特例適用申請書（第３０号様式。以下「特例適用申請書」という。）を」

を「消防用設備等特例適用申請書（第３０号様式 。以下「特例適用申請書」と

いう。）を市規則第８条に規定する資料として、」に改め、同条第２項から第４項

までの規定中「署長」を「局長」に改め、同条第５項を削る。 

第８７条中「署長」を「局長」に、「場合において、必要があると認めるとき

は、随時査察を実施し、必要な指導を行う」を「ときは、必要に応じて随時査察

を実施する」に改める。 

 第９０条第１項及び第２項中「署長は」を「局長は」に改め、同条第３項を削

り、同条第４項中「署長」を「局長」に改め、「第１項及び第２項まで」を「第

８７条及び前２項」に改め、同項を同条第３項とする。 

 第９１条第１項及び第２項中「署長」を「局長」に改め、同条第３項中「署長」

を「局長又は署長」に改める。 

 第９２条第１項中「署長は、」を「局長は、第８７条並びに」に改め、同条第

２項中「署長」を「局長」に改める。 

 第９９条第１項及び第２項中「署長」を「局長又は署長」に改め、同条第２項

中「必要と認めるものにあっては」を「必要に応じて」に改め、同条第３項中「署



長」を「局長又は署長」に改める。 

 第１０３条中「に基づく消防署長の意見書交付申請要綱第２条（昭和５４年

９月２８日付京都市消防局告示第１号）」を「施行規程第１８条」に、「交付しな

ければならない」を「交付するものとする」に改める。 

 第１０４条第１項中「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する

法律（以下「液石法」という。）」を「液石法」に、「第４７条の５第１項」を「第

１７６条第１項」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定は、局長が京都市長から通報を受けた場合において、準用する。

この場合において、「京都府知事（以下「知事」という。）又は近畿経済産業

局長若しくは経済産業大臣」とあるのは「局長が京都市長」と、「液石法第８

７条第１項又はガス事業法第１７６条第１項」とあるのは「液石法第８７条第

１項」と読み替えるものとする。 

  第１０５条中「知事」を「京都市長又は知事（以下「市長等」という。）」に改

め、同条第２項中「知事」を「市長等」に改め、「ならない。」の右に「この場合

において、京都市長に対する要請は、前項の局長への報告をもってなされたも

のとみなす。」を加える。 

 第１１１条の２第１項中「をしようとする者に対し、正副２通の届出書を提

出するよう指導するものとする」を 「があったときは、次に掲げるところによ

り処理するものとする」に改め、同条に次の各号を加える。 

⑴ 火災予防上必要があると認めるときは、随時査察を実施すること。 

⑵ 届出の内容及び前号の随時査察の結果、消防法令に適合していないと認め

るとき又は火災予防上若しくは消防活動上支障があると認めるときは、届出

者に対して必要な措置を講じるよう指導を行うこと。 

⑶ 前号の指導を行ったときは、指導の経過について記録すること。 

⑷ 正副２通の届出書の提出があった場合は、届出書の副本に届出済印（第４

２号様式）を押印して返付すること。 

  第１１１条の２第２項を削り、同条第３項中「前項第２号」を「前項第１号」

に改め、同項を同条第２項とする。 

 別表第１を次のように改める。 

 



別表第１（第６条関係） 

区分  範            囲  

第

１

種

対

象

物 

⑴ 政令第４条の２の２第１号に規定する防火対象物  
⑵ 政令第４条の２の４に規定する防火対象物 
⑶ 政令別表第１で定める(6)項イ⑴、⑵、⑶、(6)項ロ及びに(6)項ハ（利用者を

入居させ、又は宿泊させるものに限る。）のうち掲げる防火対象物又は、政令
別表第１で定める(16)項イに掲げる防火対象物のうち(6)項イ⑴、⑵、⑶、(6)
項ロ及びに(6)項ハ（利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。）の用途
を有する防火対象物  

⑷ 第３８条の４に規定する防火基準適合表示制度に該当する防火対象物又は
第３８条の１１に規定する希望表示防火対象物のうち、第３８条の６に規定
する表示マークを交付した防火対象物  

⑸ 法第１０条第１項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所を有する防火対象
物 

⑹ 世界文化遺産対象物 
⑺ 政令別表第１(17)項に掲げる防火対象物  
⑻ ⑴から⑺までに掲げるもののほか、署長が必要と認める防火対象物  

第

２

種

対

象

物 

第１種対象物及び第３種対象物以外のもので、次に掲げるもの  
⑴ 法第８条第１項又は法第８条の２第１項に規定する防火対象物  
⑵ 法第１７条第１項又は条例第５章の規定により、消防用設備等（非常警報器

具、避難器具並びに誘導灯及び誘導標識を除く。）を設置しなければならない
防火対象物  

⑶ 火取法に定める製造所、販売所及び火薬庫並びに火薬類取締法施行規則の規
定に基づき市長が指示する安全な場所を有する防火対象物  

⑷ 高圧法に定める製造施設（同法第５条第２項の第二種製造者が行うもののう
ち、在宅酸素療法に用いる酸素供給設備を除く。）、貯蔵所、販売所、特定高圧
ガス消費施設又は容器検査所を有する防火対象物  

⑸ 液石法に定める貯蔵施設又は特定供給設備を有する防火対象物  
⑹ 液石法に定める液化石油ガス販売事業者、保安機関又は充填事業者の業務を

行う防火対象物  
⑺ 特定文化財対象物  
⑻ ⑴から⑺までに掲げるもののほか、署長が必要と認める防火対象物  

第

３

種

対

象

物 
第１種対象物以外のもので、次に掲げるもの  
⑴ 旅館業施設（旅館業法第３条第１項の規定による許可を受けて旅館業を営む

施設）又は届出住宅（住宅宿泊事業法第３条第１項の規定による届出を行い住
宅宿泊事業を営む住宅）を有する防火対象物のうち、法第８条第１項の適用が
ないもので政令別表第１で定める用途が⑸項イ及び政令別表第１で定める用
途の適用を受けない防火対象物  

⑵ 法第１７条第１項又は条例第５章の規定により、消防用設備等（非常警報
器具、避難器具並びに誘導灯及び誘導標識を除く。）を設置しなければならな
い防火対象物のうち政令別表第１で定める(5)項ロ及び法第８条第１項に規定
を受けない(15)項に掲げる防火対象物  

第

４

種

対

象

物 

第１種対象物、第２種対象物及び第３種対象物以外のもので、次に掲げるもの
（政令別表第１(19)項及び(20)項に掲げるものを除く。）  

⑴ 在宅避難困難者が居住する防火対象物  
⑵ 指定数量の５分の１未満の危険物（引火点４０℃以上のものを除く。）を作

業の工程に使用している防火対象物又は少量危険物取扱所を有する防火対象
物 

⑶ 液石法に定める特定液化石油ガス設備工事事業者の業務を行う防火対象物  
⑷ 伝統的建造物群保存地区に存する防火対象物  
⑸ ⑴から⑷までに該当しない防火対象物  

 



□第４条 
□第１６条の５ 

   
あなたが    されている次の防火対象物について、消防法       の規定に基づく  

立入検査を    年  月  日に実施したところ、次のとおり消防法令違反又は火災予防上

の不備事項が認められましたので、速やかにこれを改修してください。  
なお、当該不備事項の改修計画を「是正計画書｣により作成し、    年  月  日まで

に京都市   消防署長に提出してください。 

□第４条 
□第１６条の５ 

 

 第１号様式注以外の部分中 

「 

 

                                  を 

                                            

                      」 

「 

 

                                  に 

 

 

                                 」 

改める。 

第１号様式の２の５の次に次の２様式を加える。 

  

あなたが    されている次の防火対象物について、消防法       の規定に基づく  

立入検査を    年  月  日に実施したところ、下記のとおりです。  
□火災予防上の不備は認められません。  
□消防法令違反又は火災予防上の不備事項が認められましたので、速やかにこれを改修してくだ

さい。  
なお、当該不備事項の改修計画を「是正計画書｣により作成し、    年  月  日までに

京都市   消防署長に提出してください。 



第１号様式の２の６（第１２条関係） 

査察結果通知書 

  

□京都市   消防署長 

□京都市消防局長 

 

  注 液化石油ガス法の法令違反には、番号が付してあります。 

様 年 月 日 

 所 属 

査察員 

連絡先（     電話   －    ） 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（以下「液化石油ガス法」とい

う。）第８３条の規定に基づく立入検査を    年  月  日に実施したところ、次のとおり

液化石油ガス法の法令違反が認められましたので、速やかにこれを改修してください。 

なお、当該違反事項の改修計画を「是正計画書｣により作成し、    年  月  日までに 

             に提出してください。 

 

名 称  

所 在 地  

番 号 棟 等 名 称 液 化 石 油 ガ ス 法 の 法 令 違 反 の 内 容 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式の２の７（第１２条関係） 

査察結果通知書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□京都市   消防署長 

□京都市消防局長 

 

  注 改修についての相談等は、担当の     まで連絡してください。 

                       電話   －     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様 年 月 日 

 （所属、役職等） 

（階 級）           ㊞ 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（以下「液化石油ガス法」

という。）第８３条の規定に基づく立入検査を    年  月  日に実施したとこ

ろ、別紙のとおり液化石油ガス法の法令違反が認められましたので、速やかにこれを改

修してください。 

なお、当該違反事項の改修計画を「是正計画書｣により作成し、    年  月 

  日までに             に提出してください。 

名 称 

 

所 在 地 

 



別紙 

 

番号 棟 等 名 称 液 化 石 油 ガ ス 法 の 法 令 違 反 の 内 容 

   

 



第１号様式の３注以外の部分中 

「               「 

京都市  消防署長 
□印  を 

京都市  消防署長 
（京都市消防局長） 

□印  
に 

               」                 」 

改める。 

第１号様式の３の３の次に次の様式を加える。 

  



第１号様式の３の４（第１２条関係） 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律違反通知書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 改修についての相談等は，担当の     まで連絡してください。 

                           電話   －    

様 
発 消   第         号 

年 月 日 

 京都市  消防署長 

（京都市消防局長） 

        □印  

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律違反が認められましたの

で，速やかにこれを改修してください。 
なお，当該不備事項の改修計画を「是正計画書｣により作成し，    年   月  

  日までに提出してください。 

名称又は物件の種類，

形状，数量等 

 

所   在   地 

 

液化石油ガスの保安の

確保及び取引の適正化

に関する法律違反 

 

、

、

、 、

、

、



第２号様式注以外の部分中 

「               「 

（宛先）京都市     消  防  署  長 を 
（宛先）  京都市      消  防  署  長  
     （  京  都  市  消  防  局  長  ） に 

               」                 」 

改める。 

第２号様式の３の次に次の様式を加える。 

  



第２号様式の４（第１３条関係） 

是正計画書 

 

注 該当する□には、レ印を記入してください。 

 

 

 

 

（ 宛 先 ） 京 都 市   消 防 署 長 

     （ 京 都 市 消 防 局 長 ） 
年 月 日 

提出者の住所（法人にあっては、主た

る事業所の所在地） 

提出者の氏名（法人にあっては、名称及び

代表者名） 

 

電話   －     

年   月   日付けの 

□査察結果通知書 
                           により 

□液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律違反通知書 

通知された不備事項については、別紙の改修計画のとおり改めることとしまし
た。 

名 称 

 

所   在   地 

 



別紙  

 

番   号  棟   等   名   称  改     修     計     画  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  



 第１２号様式及び第１６号様式注以外の部分中 

「               「 

（宛先）京都市     消  防  署  長 を 
（宛先）  京都市      消  防  署  長  
     （  京  都  市  消  防  長  ） に 

               」                 」 

改める。 

 第１７号様式備考以外の部分中 

「               「 

京都市  消防署長 
□印  を 

京都市  消防署長 
（京都市消防長） 

□印  
に 

               」                 」 

改める。 

 第１８号様式注以外の部分中 

「               「 

（宛先）京  都  市  消  防  局  長 を （宛先）京  都  市  消  防  長 に 

               」                 」 

改める。 

 第１９号様式注以外の部分中 

  



「                
京都市消防局承認第           号  

特 例 適 用 承 認 証 
年  月  日付けで申請のあった事項については、京都市火

災予防条例第１８条の２又は第２３条の２の規定を適用し、条件を付して承

認します。  
 

    年  月  日 
        京都市消防局長  

□印    

を 

                                 」 

「                
京都市消防局承認第           号  

特 例 適 用 承 認 証 
年  月  日付けで申請のあった事項については、京都市火

災予防条例第１８条の２又は第２３条の２の規定を適用し、条件を付して承

認します。  
 

    年  月  日 
        京都市消防長  

□印    

に 

                                 」 

改める。 

第２１号様式ア注以外の部分中 

「               「 

文化財の公開状況    

を 

文化財の公開状況    

に改め、 必要な制札の種類、本数  その他必要な事項   

その他必要な事項    

              」               」 

同様式イ注以外の部分中 

「                「 

 

凡例   

 

を 

 凡例   

 

に 

 指定を必要とする区域  指定を必要とする区域 

◎ 制札設置場所  
□ 指定喫煙場所  

□ 指定喫煙場所  

                」                」 



改める。 

 第２６号様式の２中 

「               「 

京都市消防局長  

□印  
を 

京都市消防局長  

 
に 

               」                 」 

改める。 

 第２７号様式及び第２８号様式を次のように改める。 

第２７号様式及び第２８号様式 削除 

第２９号様式の２注以外の部分中 

「               「 

（宛先）京都市     消  防  署  長  を （宛先）京都市消防長  に 

               」                 」 

改める。 

 第２９号様式の３備考以外の部分中 

「               「 

京都市     消  防  署  長  

□印  
を 

京都市消防長  

□印  
に 

               」                 」 

改める。 

 第３０号様式注以外の部分中 

「               「 

（宛先）京都市     消  防  署  長  を （宛先）京都市消防長  に 

               」                 」 

改める。 

 第３１号様式備考以外の部分中 

 

 

 

 



「               「 
発 消    第     号  
     年   月   日  

を 

発 消 指   第     号  
      年   月   日  

に 
京都市    消防署長 

□印  
京都市消防長  

□印  

               」                 」 

改める。 

 第３３号様式中 

「               「 

（宛先）京都市     消  防  署  長 を 
（宛先）  京都市      消  防  署  長  
    （  京  都  市  消  防  局  長  ） に 

               」                 」 

改める。 

第３４号様式中 

「               「 

京都市     消  防  署  長  

 

□印  

を 

京都市      消  防  署  長 

（京  都  市  消  防  局  長）  

□印  

に 

               」                 」 

改める。 

第３７号様式注以外の部分中 

「               「 

（宛先）京都市     消  防  署  長 を 
（宛先）  京都市      消  防  署  長  
     （  京  都  市  消  防  長  ） に 

               」                 」 

改める。 

第３８号様式備考以外の部分中 

 

 

 

 



「               「 

京都市     消  防  署  長  

 

□印  

を 

京都市      消  防  署  長 

（京  都  市  消  防  長）  

□印  

に 

               」                 」 

改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 従前の様式による用紙は、令和５年６月３０日までの間、これを使用する

ことができる。 

（消防局予防部指導課） 


